
O「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」の改正案  

（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針について（平成15年4月30日付け健発第0430002号厚生労働省健康局長通知：別添））  

「21世紀における同比飽康一うくり運動（健康日本21）」   

第一 趣 旨  

健康を実現することは、元来、個人の健康観に基づき、「人一人がト体的に取り組む課題であるが、個   

人による健康の実現には、こうした個人の力と併せて、社会全体としても、個人のi淋的な健廉づくりを   

支援していくことが不可欠である。   

そこで、「21世紀における同比鮭康づくり運動（健康日赤21）」（以卜「運軌」という。）では、   

健康寿命の延仲等を実現するために、201（）年度を11途とした呉・休的なl1標等を提示すること等によ   

り、健康に関連する全ての関係機関・［鮒本等を始めとして、同民が一休となった健康づくり運動を総合的   

かつ効果的に推進し、同比各層の†1山な意思決定に展づく健駿づくりに関する意識♂）向上及び取組を促そ   

うとするものである－）  

「21虻紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」  

第一 趣 吊  

健康を実現することは、元来、個人の健康観に基づき∴一人一人がニト体的に取り組む課題であるが、個   

人による健康の実現には、こうした個人の力と併せて、社会全休としても、個人のji体的な健康づくりを   

支援していくことが不可欠である。   

そこで、「21世紀における同民健康づくり運動（健康円本21）」（以卜「運動」という。）では、   

健康寿命の延仲等を実現するために、2010年度等を目途とした艮休的な目標等を提示すること等によ   

り、健康に関連する全ての関係機関・団体等を逆上盈として、同氏が〟一休となった健射づくり運動を総介   

的かつ効果的に推進し、同民各層の日由な意思決定に基づく健康づくりに関する意識の向1二及び取組を促   

そうとするも♂〕である〕  

新二  駄本的な方向  

1 日的  

2】牡紀の我が国を、すべての同民が健やかで心豊かに生活できる析力ある社会とするため、壮年期   

死亡の減少、健康寿命の延仲及び生活の質の向l二を実現することをH的とする。  

2 期間   運動の期間は、2012年度までとする。   

摩「見本的な方向  

】 目的   

21胱紀の我が同を、すべての同民が健やかでJL、懐かに生洒できる析力ある社会とするため、廿年周  

死亡の減少、健康寿命の延仲及び生活の質の向1二を実現することをl一拍勺とするり  

2 期間   

運動の期間は、旦旦」』互選までとする。   

運動の評価は、2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年度に最終評価を行い、そ  

の評価を皇聖鐘の運動の推進に反映させる。  

運動の評価は、2005年度を目途に中間評価を行うとともに、2010年卑生ら最終評価を行い、  

その評価を2013年度以降の運動の推進に反映させる。  

なお、20川平度以降の最終評価期間中において虹本通知に掲げる目標により、運動を推進する。i  

3 基本力剥  

（1）一次㌢防の重視  

人口の高齢化の進矧こ伴い、疾病の治療や介．i螢に係る什会的灯担が過大となることが㌣懲されてい   

るので、従来の疾病対策の中心であった二次や防や∴次㌣隙ことどまることなく、山一次「防に一層の   

重点をf軌、た対策を推進する。  

（2）健康づくり支援のための環境整備   

① 社会全附こよる支援  
運動のH的を達成するためには、生活習慣を改葬し、健康づくりに胎り組もうとする個人を家庭、  

地域、職場等を含めた社会全体として支援していく環境を整備することが不可欠である。このため、  

行政機関をはじめ、医療保険者、医療機関、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア凹  

体等の健康に関わる様々な関係者がそれぞれの特性を生かしつ／〕連携することにより、個人が健康  

づくりに取り組むための環境を整備し、個人の健康づくりを総合的に支援するぐ   

② 休日、休暇の活用の促進  
休口や休職粁）健康づくりに対する活用は、重要であり、個人が休口、休珊射こおいて、運動を行う   

3 基本方針  

（1）一一次ナl彷の重視  

人口の高齢化の進月割こ伴い、疾病の治療や介護に係る社会的負担が過大となることがr・想されてい   

るので、従来の疾病対策の中心であった二次ナ防や＝二次了′防にとどまることなく、一次予防に、一層の   

重点を置し′、た対策を推進する。  

（2）健康づくり支援のための環境鮒   

① 社会全休による支援  

運動のR的を達成するためには、生活習慣を改美し、健康づくりに取り組もうとする個人を家庭、  

地域、職場等を含めた社会全休として支援していく環境を整備することが不可欠である。このため、  

行政機関をはじめ、瞑療保険者、医療機関、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団  

体等の健康に関わる様々な関係者がそれぞれの特性を生かしつつ連携することにより、個人が健康  

づくりに放り組むための環境を紫偏し、個人の健康づくりを総合的に支援する。   

② 肘1、休暇の満用の促進  

休出や榊I野）健廉づくりに対する活用は、重要であり、個人が休日、休暇において、運動を行う  



りを図ろうとする活動の支援や、健康づくりのための年次有給休暇の取得促   等の積極的に健康づく  等の積極的に健康づくりを図ろうとする活動の支援や、健康づくりのための年次有給休暇の取得促   

進、長期休暇制度の普及促進等を図るための環境整備を行うことが必要である。  

（3）目標の設定と評価   

運動を効果的に推進するためには、健康づくりに関わる多くの関係者が健康状態等に関する情報を   

共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持った上で、重要な課題を選択し、科学的根拠に   
基づいて、取り組むべき具体的な目標を設定する必要がある。また、目標に到達するための具体的な   

諸活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり運動に反映できるようにする必要がある。  

進、長期休暇制度の普及促進等を図るための環境整備を行うことが必要である。  

（3）目標彗の設定と評価   

運動を効果的に推進するためには、健康づくりに関わる多くの関係者が健康状態等に関する情報を   

共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持ったl二で、重要な課題を選択し、科学的根拠に   
基づいて、取り組むべき具体的な日槙を設定する必要がある。また、臼標に到達するための具体的な   

諸活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり運動に反映できるようにする必要がある。  

（4）多様な関係者による連携のとれた効果的な運動の推進   

① 多様な経路による情報提供  

個人による選択を基本とした、生活習慣の改善等の国民の主三体的な健康づくりを支援するために  

は、国民に対する十分かつ的確な情観提供が重要である。このため、マスメディア等による広範な   

情報伝達手段や保健事業における健康相談、健康教育等の、多様な経路により、それぞれの特徴を  

（4）多様な関係者による連携のとれた効果的な運動の推進  

① 多様な経路による惜敗提供  

個人による選択を基本とした、生活習慣の改善等の国民の主体的な健康づくりを支援するために  

は、国民に対する十分かつ的確な情報提供が重要である。このため、マスメディア等による広範な  

情報伝達手段や保健事業における健廉相談、健康教育等の、多様な経路により、それぞれの特徴を  

生かしたきめ細かな情報提供を推進する必要がある。  
② ライフステージや性差等に応じた健康増進の取組の推進  

また、地域、職場等を通じた国民全体に対する働きかけと生活習慣病を発症する危険度の高い集  

凹への働きかけとを適切に組み合わせる主ょ等により、対象者の特性やニーズ等を十効こ把握しな  

がら、運動を効果的に推進することに配慮することが重要である。この場合、ライフステージや  

性差に応じた健康課題に対して配慮が必要である。例えば、思春期は、不登校、引きこもり、思春  

期やせ症をはじめとした課髄があることに留意する必要がある。また、女性の生涯にわたる健廉に  

ついても、性差に着目した対策が講じられるよう配慮が必要である。  

③ 多様な分野における連携  
健康増進の取組を進めるにあたっては、健康づくり対策（健康日本21）、母子保健分野におけ  

る対策（健やか親子21）、精神保健分野における対策、介護予防における対策及び産業保健分野  

における対策、医療保険の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進対策  

（食育の推進を含む。）のみならず、学校保健対策、ウオーキングロードの整備などまちづくり対  

策、森林等の僅かな自然環境の不IJ用促進対策、総合型地域スポーツクラブの活用などの生涯スポー  

ツ分野における対策、健東関連産業の育嘩等、関係行政分野、関係行政機関等と十分に連携をとっ  

て同民の健康の増進を図っていく必要がある。  

また、同、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関そ  

の他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力する  

よう努める必要がある。   

第二 目標等について  

牛かしたきめ細かな情報提供を推進する必要がある∩  

② ライフステージや性差等に応じた健康増進の取組の推進  

また、地域、職場等を通じた国民全体に対する働きかけと生新習慣病を発症する危険度の高い集  
団への働きかけとを適切に組み合わせる等により、対象者の特性やニーズ等を十分に把握しなが  

ら、運動を効果的に推進することに配慮することが重要である。この場合、ライフステージや性   

・差に応じた健陳課題に対して配慮が必要である。例えば、思春期は、不登校、引きこもり、思春期  

やせ症をはじめとした課題があることに留意する必要がある。また、女性の生澤にわたる健康につ  

いても、性差に着日した対策が講じられるよう配慮が必要である。  

③ 多様な分野における連携  

健康増進の取組を進めるにあたっては、健康づくり対策（健廉日本21）、母子保健分野におけ  

る対策（健やか親子21）、精神保健分野における対策、老人保健分野における対策及び産業保健  

分野における対策、医療保険の保険者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野における健康増進  

対策のみならず、学校保健対策、ウオーキングロードの整備などまちづくり対策、森林等の豊かな  

自然環境の利用促進対策、生涯スポーツ分野における対策等、関係行政分野、関係行政機関等と卜  

分に連携をとって国民の健康の増進を図っていく必要がある。  

また、同、都道府県、巾町村及び特別区、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、同  

氏の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める必要があ  

る。   

第三 臼標等について  

1性格   

運動の目標等は）即懐に記載されたものであるが、これは健康日本21企画検討会・計画策定検討会、  

地方公聴会、地方シンポジウム等における広範な議論の中で、多数の専門家及び関係者が情報を共有す  

るとともに、現状及び課題について共通の認識を得る過程を経て提示された指標とその評価の目安であ   

る。   

国は広く関係者等に対して目標等を普及するとともに、継続的に健康指標の推移等を調査、分析し、  
その筋剰こ関する情報を還元することにより、関係者をはじめ広く国民一般の∩由な意思決定に基づい  

た意識の向上及び自主的な取組を支援するものである。  

1性格   運動の目標矧：哩抑  
ある。これは健康日本21企画検討会・計画策定検討会、地方公聴会、地方シンポジウム等における広  

範な議論の中で、多数の専門家及び関係者が情報を共有するとともに、現状及び課題について共通の認  

識を得る過程を経て提示された指標とその評価の目安である。   

同は広く関係者等に対して目標等を普及するとともに、継続約に健康指標の推移等を調査、分析し、  

その結果に関する情報を還元することにより、関係者をはじめ広く同氏一般の自由な意思決定に基づい  

た意識の向1二及び白主的な取組を支援するものである。  
地方公共団体等のそれぞれの運動の実施主体におい   運動の目標等は、全国レベルのものであるので、  地方公共団体等のそれぞれの運動の実施主体におい  運動の目標等は、全国レベルのものであるので、  



ては、運動の目標等を参考に、それぞれの実愉こんLこじて、関係者聞で共有されるべきtl便箋が設定され   

るべきである。   

なお、地晩、職場、学校、個人等の健康づくりの目標は、卜記の「1標等を参考としつつ、地域等げ）実  

情に応じて、生清上の創意⊥二大をこらして、個別具体的に設定すべきものである。   

⊥ニ＿⊥⊥＿⊥⊥虻」⊥．．ニ 

2 設定の考え方  

（l）栄養・食生活  

栄養・食生活は、多くの生活習慣満との関連が深く、また、牛澤沖）質との関連も深いことから、健   

康・栄養状態の改＃を図るとともに、人々が良好な食生活を実現するた材）の個人の行動変容、及び「食   

育」等により個人の行動変容を支援する環境の確保が必要である 

H標は、適重な栄養状態、栄養素（食物）の摂取、適正な栄養素（食物）の摂取のための個人の行   

動及び個人の行動を支援するための環境づくりについて設定する。  

（2）身体活動・運動  

身休清動・運動には、生活習慣病の発生を㌣防する効果があり、健康づくりの重要な要素であるこ   

とから、同民の身休漕制・運動に対する意識を高め、日常の析郵推L及び運動習慣を持つ者の割合を増   

加させるとともに、これらの清動を行うことができる環境一うくりを行う必要がある。  

目標は、「1常の里村こおける身体活動に対する意識、運動野肝ミ粧二ついて、成人及び高齢者に分け   

て設定する。  

（3）休養・こころの健康づくり  

こころの健康は、′ト柿の質を大きくんイーする要素である。身体及びこころの健康を保つための∴要   

素は、適度な「運動」、バランスの1附した「栄養・食≠清」、′L身の疲労l可複と充実した人／巨を目指   

す「休養」とされている。さらに、仁分な睡眠をとり、ストレスと卜手につきあうことはこころの健   

康に欠かせない要素となっている。  
H標は、ストレスの低減、睡眼の確保及び日殺者の減少について設定する。  

（4）たばこ  

たばこは、がんや循環器病など多くの疾建と関連があるほか、妊娠に関連した純絹’の危険l月子であ   

る。また、厚生科学審議会♂）「今後のたばこ対策の基本酌湾え方について」（平成14年12月25   

口意見具申）においては、「国民の健康増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組むことによ   

り、喫脾率を引きFげ、たばこの消費を抑制し、閂民の健康に与える悪影響を低減させていくことが   

必磐である。」と指摘されている。  

「1標は、たばこの健康影響についての卜分な知識の普及、未成年者の喫脚妨【ヒ（駈仲）、受動喫煙の   

′．】fを排除し、減少させるための環境づくり（分煙）、禁煙希望者に対する禁燻支援について設定する。  

（5）アルコール  

アルコー／レは、慢性影響としての臓器障一＃等の健厳に対する大きな影響を与えるものである。近年、   

成人び）飲酒による健康影響の問題のみならず、未戚牢者による飲酒が問題となっており、 

また、アル  コールに関連した間組は、健康に限らず交通事故等社会的な問題にも影響するものである。  
円債は、多量飲酒者の減少、未成年者の飲酒防【L及び節度ある適度な飲酒についての知識の普及に   

ついて設定する。  

（6）歯の健康  

歯の健康は、食物の岨哺のほか、食草や会話を楽しむ等による、牛清の督を確保するための蔑礎と   

なる重要な要素である。歯科保睡の分野では、生涯にわたり汀分の蔚を20歯以上保つことにより健  

ては、運動のH標等を参考に、それぞれの実情に応じて、関係者間で共有されるべき目標が設定される  

べきである。   

なお、地域、職場、学校、個人等の健廉づくりの目標は、l二記の目標等を参考としつつ、地域等の実  

情に応じて、生活上の創意l二大をこらして、個別具体的に設定すべきものである。  

2 設定の考え方  

（l）栄養・食生活  

栄養・食生活は、多くの生酒習慣病との開通が深く、また、生活の質との関連も深いことから、 

育」ノ訊こより個人の行動変容を支援する環境の確保が必要である。  
健  康・栄養状態の改葬を炉】るとともに、人々が良好な食生活を実現するための個人の行動変容、及び「食  

R襟は、適正な栄養状態、栄養素（食物）の摂取、適正な栄養素（食物）の摂他のための個人の行   

動及び個人♂〕行動を支援するための環境づくりについて設定する。  

（2）身休活動・運動  

身体所動・運動には、生活習慣病の発生を㌣防する効果があり、健康づくりの重要な要素であるこ   

とから、同比の身休所動・運動に対する意識を高め、日常の所動性及び運動習慣を持つ者の割合を増   

加させるとともに、これらの活動を行うことができる環境づくりを行う必要がある。  

目標は、‡1常の生活における身体活動に紆寸‾る意識、運動習慣等について、成人及び高齢者に分け   

て設定するn  

（：う）休養・二ころの健駿づくり  

こころの健康は、射和7）田を大きく左耳√する要素である。身体及びこころの健康を保っための∴要   

素は、適度な「連動」、′ミランスの取れた「栄養■食生活」、心身の墟労担1復と充実した人生を目指   

す「休養」とされている。さらに、卜分な睡眠をとり、ストレスと卜手につきあうことはニニろの健   

康に欠かせない要素となっている。  

目標は、ストレスの低減、幡l即〕確保及び什投首の減少について設定する。  

（ヰ）たばこ  

たばこは、がんや循環器病など多くの疾患と関連があるほか、妊娠に関連した粗常の他険因子であ   

る。また、厚生科学審議会の「今後のたばこ対策の基本的考え方について」（平成14年12月25   

［】意見具巾）においては、「同比の健康増進の観点から、今後、たばこ対策に一層取り組むことによ   

り、喫煉率を引き卜げ、たばこの消費を抑制し、同民の健康に与える悪影響を櫓滅させていくことが   

必要である。」と指摘されている。  

廿標は、たばこの健康影響についての卜分な知識の普及、未成年者の喫炸防1L（防畑り、受動喫仲の   

′．キを排除し、減少させるための環境づくり（分椎）、禁牌希望者に対する禁咋支援について設定する。  

（5）アルコール  

アルコールは、慢性影響としての臓精奉書等の健康に対する大きな影響を与えるものである。近年、   

成人の飲酒による健康影響の問題のみならず、未成年者による飲酒が問題となっており、また、アル   

コー→／レに関連した問題は、健康に限らず交通車二枚等社会的な問題にも影響するものである。  

目標は、多鼓飲酒者の減少、未成年者の飲酒防止及び節度ある適度な飲酒についての知識の普及に   

ついて設定する。  

（6）歯の健廉  

歯の健康は、食物の岨嘱のはか、食事や会話を楽しむ等による、生酒の質を確保するための基礎と   

′なる重要な変素である。歯科保健の分野では、生昨にわたり自分の歯を20歯■以1二保つことにより健   

全な岨哺能力を維持し、健やかで楽しい生析をすごそうという8020（ハチマル・ニイマル）運動  ニイマル）   全な岨咽能力を維持し、健やかで楽しい生析をすごそうというH（）2（）（ハチマル  



が推進されており、この実現に向けた歯及び口腔の健康増進の推進が必要である。  

目標は、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となるう蝕及び歯周柄の予防について設定する。   

（7）糖尿病  

我が国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会の変化に伴って、急速に増加している。糖尿病は自覚症  

状がないことが多く、また、放帯すると重大な合併症を引き起こすことが多いことから、生活の質の  

低下等を招いている。この疾患の対‾策としては、発症の刊坊、早期発見、合併症の予防が重要である。  

目標は、糖尿病の一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、糖抹病有病者の早期発見及び  

治療の継続について設定する。あわせて、生活習慣の改善が糖尿病有病者の減少に及ぼす影響につい  

て推計する。   

（B）循環器病  

脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器病は我が国の主要な死亡原因の一つであるが、これらの後  

遺症のために、本人の生活の質の低下を招く大きな原因となっている。特に脳卒中は、寝たきり・垂  

加症の主要な要因となっており、循環器病の死亡率及び隈息率の改善が必要である。  
甘標は、循環器病の一次印方の観点から、生活習慣の改善及び循環器病の甲・期発見について設定す  

る。あわせて、生活習慣の改善が循環器病による死亡率等の減少に及ぼす影響について推計する。   

（9）がん  

がんは、現在、我が国最大の死亡原因であるが、これに対応するために、生活習慣の改善による予  

防のための取組が重要である。また、がんの診断・治療技術も進歩してきており、検診による早期発  

見・早期治療により、死亡者数の低下も期待される。なお、厚生労働省においては、数次にわたり対  

がん対策が実施されているところである。  

目標は、がんの一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、がんの検診の受診者等について  

設定する。   

節四 地域等における健康づくり運動の推進について  

が推進されており、この実現に向けた歯及び口腔の健康増進の推進が必要である。  

目標は、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となるう蝕及び歯周病の㌢防について設定する。  

（7）糖尿病  

我が国の糖尿病患者数は、生活習慣と社会の変化に伴って、急速に増加している。糖尿病は自覚症   

状がないことが多く、また、放置すると重大な合併症を引き起こすことが多いことから、生活の質の   

低F等を招いている。この疾患の対策としては、発症のr肪、早期発見、制の了・防が重要てある。  

目標は、糖尿病の一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、糖尿病有病者の早期発見及び   

治療の耕続について設定する。あわせて、生活習慣の改善が糖尿病有病者の減少に及ぼす影響につい   

て推計する。  

（8）循環器病   

脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器病は我が国の主要な死亡原因の▲つであるが、これらの後   

遺症のために、本人の生活の質の低Fを招く大きな原閃となっている。特に脳卒中は、寝たきり・塵   

墨の主要な要田となっており、循環署病の死亡率及び隈患率の改＃が必賓である。  
目標は、循環器病の一次予防の観点から、生活習慣の改善及び循環器嫡の早期発見について設定す   

る。あわせて、生活習慣の改善が循環許矧こよる死亡率等の減少に及ぼす影響について推計する。  

（9）がん   

がんは、現在、我が国最大の死亡原因であるが、これに対応するために、生活習慣の改葬による㌢   

防のための取組が重要である。また、がんの診断・治療技術も進歩してきており、検診による早期発   

見・甲期治療により、死亡者数の低下も期待される。なお、厚生労働省においては、数次にわたり対   

がん対策が実施されているところである。  

目標は、がんの一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、がんの検診の受診者等について   

設定する。  

節四 地域等における健康づくり運動の推進について   

1計画の策定  

運動を効果的に推進するために、各地域等において、住民、健康に関連する多様な関係機関及び関係   
団体等の参加を得て、計画策定委邑会等を設置する等により、地域等の実情に応じた都道府県健廉増進   

計画及び柵、摘録酢h函（以下「地方計帆 という。）が策定される必要がある。   

1計画の策定   

運動を効果的に推進するために、各地域等において、住民、健康に関連する多様な関係機関及び関係  
団体等の参加を得て、計画策定委員会等を設置する等により、地域等の実情に応じた都道府県陸康増進  

計画及びrli町村健康増進計画（以下「地方計画」という。）が策定される必要がある。特に、都道府県  

・…⊥⊥Lこ、－j、ト；l与∵＝け・－・－ご1－」こ仙●ご！一：■・・∴l佃唯一・刷－1・h：∴一－－！1、∴！・ニ・ト、・‥．・  

鱒ま、糖尿病等の有病者‥珊紳の増加という課軌こ対し、メタボ  
二．一一－・・！－、－∴り一州別冊柵廿 －・；ち－i什・Ⅲ．旦⊥連⊥己⊥辿⊥也⊥虹⊥二  

食生活、嘩離が必要である。   

さらに、都道府県は、御町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な取組を推  

進から、都道府県単位で朗鱒媚機関等から構成される地  

球・聯或拗鱒方矧こつし、  

て協議を行い、地方計画の策定及びこれらの関係者との連携の強化について、中心的な役割を果す必要  

がある。卿協議会等を設置・活用するに当たっては、都道府県労働  
局に参加を要請するなど、連携を図る必要がある。また、保随所は、関係機関との連携を図り、地域保  

健の専門的かつ技術的拠点として、かつ市町村における計画策定の支援を行う必要がある。   

また、都過相和こおして地方計画を策定する際には、健康増進が疾病予防・介護予防の鍵であること  

を踏まえ、関係機関との連携の下、都道府県が策定する医療法（昭和23年法律第205号）第30粂  

特に、都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者等の一体的な取組を推進  
する観点から、地方計画の策定及びこれらの関係者との連携の強化について、中心的な役割を果す必要  

がある。さらに、地域の実情に応じ、都道府県における計画策定及び推進にあたり、都道府県労働局と  

連携を図る必要がある。保健所は、関係機関との連携を図り、地域保健の専門的かつ技術的拠点として、  

かつ市町村における計画策定グ）支援を行う必要がある。   

また、都道府県又は市区町村において、地方計画を策定する際には、健康増進が疾病予防・介護予防  

の鍵であることを踏まえ、関係機関との連携の下、既存の医療計画又は老人保健福祉封両肇との調如こ  

配慮することが求められる。なお、地方公共団体は、地域住民の健康に関する各種指標の状況や地域の   一＝い‥－・二！l豊・⊥・・ごい一項・・l軋∴漸・㌣・：・－一駅・－イ…こ∴l革】1三：・J‥㌧…l；∴Til土l聖＿望≧≧聖≧ニわこと＿  



社会資源等の地域の実情を踏まえ、独白に重要な課題を選択し、その到達十べき「1曙笠を設定すべきで  

ある。市町村においては、国や都道府県が設定したH標笠を勘案し／〕一つ、甜仰勺な各挿の施策、事業、  

基盤整備などに関するH標等に重点を置いて設定することも考えられる。   

！ 

些細こ規  

軒「る舶凱嘩  

市町村において地方計画を策定する際には、車業の効率的な実施を図る観点から、医療保険者として策  

史郎仰附  

嘩蜘倦事業と市町村として実施する健  
鱒増進事業と郵捉する市町村  

介護保険卿  

進法に基づいて実施‾噸屑付けるよう留意することが求められる。   

なお、地方公共団体は、地域住民の健康に関する各種指標の状況や地域の社会資源等の地域の実情を  
踏まえ、独【に重要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定すべきである。市町村においては、同  

や肺道府典が設定した目標を勘案しつつ、則本的な各挿の施策、事業、基盤整備などに関する目標に重  

点を置いて設定することも考えられる。   

さらに、地方計耐こついては、一定の期間ごとに評価・改定を行い、継続的な取組に結びつけること  

が望ましい。細字  

墜胆郵岬旦取組の進捗状況や目標の達成状胤こついて評価すべきであ  

匁   

なお、地方計画の策定等に係る具休的な立案の方法等については、「健康日本21企画検討会・計画  

策定検言、上会報古書」、「地域における他表日本21実践の手引き」、「健康円本21地方計画事例華」  

卿イドティン」 

種極的に反映するょう留意されたい。  

さらに、地方計画については、一定の期間ごとに評価・改定を行い、継純的な取組こ結びつけること  

が望ましい。   

なお、地方計画の策定等に係る具休的な立案の方法等については、「健康r1本21企画検．付会・封1画  

策定検討会報告薯」、「地域における健康「1本21実践の手引き」、「健康日本21地方計画車例亀」  

を参照されたい。  

2 推進中柿りの軽備   

運動の推進に）－うたっては、関係機関及び関係団体等がそれぞれの目的を持ちつつも、住民の健康増進   

という目的に向かい、調幣のとれた取組を継続的に実施していくことが不可欠であり、そのためには、  

医按保険者、医療機関、市町村保健センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体  

等の広く健康に関連する関係機関及び関係団体等から構成される中核的な推進組織を設㌍し、卜分に意  

見交換・経験交流を行い、効果的な運用をl到ることが重要であるし－その際には既存の組織を有効に所用   

し、そ♂）機能を拡充強化することも考慮すべきである。   

また、保健所は常州こおける関係機関、関係1剥本等の連携を推進するための中核機関としての役割を  

担うとともに、健康情報の板取、分析及び提供並びにl碑町村に射る技術的支援等を通じ、管内の運動   

の拠点としての僻11を担う必要がある。さらに、保健所は、住昆の健康に関するあらゆるl苫脹鄭こついて   

の相談窓口という機能を果たす。   

3 その他運動の推進に、■1たり重要な事項  

（1）今岡的な推進体制の車備  

広く関係者が協力して、継続的に運動を進めるため、同、地方公共団体、各種健康関連団体等によ   

り構成する健康廿本21推進全国会議を設帯するなど運動の中核となる体制を整備する、つ  

（2）多様な経路による普及啓発の実施  

運動に対する同氏及び関係者の理解を深めるため、マスメディアを通じた広鞭やインターネットに   

ょる情報の提供、ボランティアによる情榔）提供肇多様な綽肺を活用するとと幸）に、対象集団の特性   

に応じた効果的な働きかけを、複数の方法を組み合わせ行っていくことが重要である。また、情報提  

2 推進体制の整備   

運動の推進に＼1たっては、関係機関及び関係団体彗がそれぞれの目的を持ちつつも、仕民の鯉康増進   

という目的に向かい、調整のとれた取組を継続的に実施していくことが不可欠であり、そのためには、  

阿東保険者、医療機関、市町村保健センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体  

等の広く健康に関連する関係機関及び関係団体等から構成される中核的な推進組織を設置し、卜分に意   

見交換・経験交流を行い、効果的な運用を図ることが重要である。その際には既存の組織を有効に活用   

し、そグ）機能を拡充強化することも考慮すべきである。   

烹た、保健所は管内における牌係機関、関係団体等の連携を推進するための中核機関としての役割を  

担うとともに、健康情報の収塵、分析及び提供並びにl仰丁柑二対する技術的支援等を通じ、管内の運動   

♂）拠点としての役割を担う必要がある。さらに、保健所は、件民の鯉康に関するあ仁）ゆる問題について   

の相談窓口という機能を果たす。   

：う その他運動の推進に当たり重要な事項  

（1）今岡的な推進体制の整備  

広く関係者が協力して、銅続的に運動を進めるため、同、地方公共団体、各種健康関連団体矧こよ   

り構成する健康‖本21推進全円会議を設置するなど運動の中核となる体制を整備する。  

（2）多様な経掛こよる宵及啓発の実施  

運動に対する同比及び関係者の理解を深めるため、マスメディアを通じた広報やインターネットに   

ょる情報の提供、ボランティアによる情報の提供、産業界と連携した健康関連サービス提供の際り†串   

鞭の提供等多様な経路を所用するとともに、粁象集団の特性に応じた効果的な働きかけを、複数の方  
分かり易く、収組に結びつき易いもげ〕とな   供の内容は、科学的知見に基づいたものであるとともに、  ま た、情報提供の内容は、科学的知見に基づいたもの  法を組み合わせ行っていくことが重要である。  



るよう、工夫する必要があり、さらに、国等は、生活習慣の各分野に閲し、指針の策定・普及等に取   

り組む必要がある。   

また、去月を健康増進普及月間とし、国民一人一人の自覚を高め、健康増進の取組を一層促進する   

よう健康日本三ニヒ：全国大会を実施するなどの広報を行うこととする。  

（3）地域等における地方計画の策定等に対する技術的支援  

国は、地方計画の策定及び保健事業推進に係るマニュアルの作成配布や各種揖十資料のデータベー   

スを構集し、地方計画の策定等の際に利用できるようにするなどの技術的援助を行い、都道府県も市   

町村に対し同様の技術的援助を行うことが必要である。  

（4）調査研究の推進及び人材の活用等   

① 調査研究の推進  
国及び地方公卿㈲こおいては、国民健康・栄養調査や地域がん登録事業等の結果、疾病等に関  

する各種統計その他の収集した情報等をもとに、個人情報の取扱いに十分留意しつつ、現状分析を  

行うとともに、健廣増進施策の評価の際に、各挿調香の結果等を十分活用するなどにより、科学的  

な根拠に基づいた健康増進施策を効率的に実施していくことが重要である。   

eあるとともに、分かり易く、取組に結びつき易いものとなるよう、工夫する必要があり、さらに、  

国等は、生酒習慣の各分野に関し、指針の策定・普及等に取り組む必要がある。   

また、旦月を健康増進普及月間とし、国民一人一人の自覚を高め、健康増進の取組を一層促進する  

よう健康日本且⊥全国大会を実施するなどの広報を行うこととする。  
3）地域等における地方計画の策定等に対する技術的支援   

国は、都道府県及び市町村が地方計画を策定する際l却1用できるよう、地方計画の策定及び陳健事   
業推進に係るマニュアルの作成配布、各種統計資料のデータベースの構築、分析手法の提示などの技  

術的援助を行い、都道府県も市町村に対し同様の技術的援助を行うことが必要である。  

（4）調査研究の推進及び人材の活用等   

① 調査研究の推進  

国、地方公共団体及び独立行政法人等においては、国民健康・栄養調査や都道府県健康・栄養調  

査、健康診査、保健指導及び地域がん登録事業等の結果、疾病等に関する各種統計並びに診療報酬  

明細苦（レセプト）の情報その他の収集した情報等をもとに、個人情報について適正な取扱いの厳  

格な実施を確保することが必要であることを認識し、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保   

有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）、独立行政法人等の保有する個∧   

埠鱒の保護に関する法律（平成15年法律第59号）、個人情報の保護に関する法律第11条第1項   

の趣旨を踏まえて地方公共団体において制定される条例等を遵守しつつ、現状分析を行うととも   

ヰこ、健康増進施策の評価の際に、各種調査の結果等を十分活用するなどにより、科学的な根拠こ基  

づいた健康増進施策を効率的に実施していくことが重要である。  

また、国及び地方公共団体においては、国民の生活習慣と生活習慣病との相関関係等に関する研   

究を、個人情報の取扱いに十鯛意しつつ、推進し、研究結果に関して的確かっ十一分な情報の提供  

を行うことにより、個人の効果的な健康増進の支援を行っていくことが必要である。  

（卦 人材の活用等  

地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看講師、管理   
栄養士、栄養上、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健  

康づぐり、喫煙、飲酒、歯の健康等の生活習慣全般について、住民からの相談及び保健指導を担当  

する。管理栄養上及び栄養士は、特に、栄養改善に関する事項につき住民からの相談に応じ、必要  

な栄養指導を行う。また、国及び地方公共団体は、健康増進対策を推進するための保健師、管理栄  

養上等の確保及び資質の向上、日本医師会認定健康スポーツ医や陸康づくりのための運動指導者と  

の連携、日本食生活協会の食生活改善推進員、禁煙推進員、ヘルスサポーター等のボランティア組   

緻弓雅仰の支払こ努める必要がある。  

妙向山こ凰氏を   

塁嘩桧、歯科医師会、   

準嘩ナでなく、雌針   

職域における健康増進に関する施策に携わる専門職等に対し、最新の科学的知見に基づく内容の研  

修の充実を図ることが必要であも  

さらに、地域保障担当者、学校保健担当者等は、国民の健康増進のために相互に連霊掛こ努める必  

要がある。  

（5）民間事業者等との連携  

国及び地方公共団体においては、有酸素運動や温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる健康増   
進施設及び医療機関、労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報提供等を行う地城産業保   

健センター並びに一般公衆浴場等民間事業者等と一層の連携を図り、健康増進の取組を推進する必要   

がある。  

また、国及び地方公共団体においては、国民の生活習慣と生活習慣病との相関関係等に関する研   

究を、個人情報の取扱いに卜分解意しつつ、推進し、研究結果に関して的確かつ「分な情報の提供   

を行うことにより、個人の効果的な健康増進の支援を行っていくことが必要である。  

② 人材の活用等   
地方公共団体においては、医師、歯科医師、克則師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理   

栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、住民からの相談及び保健指導を担当する。管理栄養   

土及び栄養士は、特に、栄養改葬に関する事項につき住民からの相談に応じ、必要な栄養指導を行   

う。また、同及び地方公共団体は、健康増進対■策を推進するための保健師、管理栄養上等の確保及   

び資質の向上、日本医師会認定陸康スポーツ医や健康づくりのための運動指導者との連携、日本食   

生活協会の食生活改善推進員、′Vレスサポーター等のボランティア組織の支援に努める必要があ   

る。さらに、地域保健担当者、学校保障担当者等は、国民の健廉増進のために相キに連携に努める   

必要がある。  

（5）民間事業者等との連携   

国及び地方公共団体においては、有酸素運動や温泉利用を安全かつ適切に行うことのできる健康増   

進施設及び医療機関、労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報提供等を行う地域産業保   

健センター、社会保険センター並びに」投公衆浴場等民間事業者等と一層の連携を図り、健康増進の   

取組を推進する必要がある。   




